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令和３年度 第１回能勢町障がい者計画等推進委員会 会議録 

 

日 時 令和３年１０月２１日(木)  午後２時から午後３時３０分 

場 所 能勢町保健福祉センター 集団指導室 
 

 

議  題 

(１) 委員長、副委員長の互選 

（２）能勢町障がい者計画等策定についての報告 

(３) 能勢町障がい者計画等についての実績報告について 

（４）その他 

 

出席者 

野村恭代、乾義夫、八木キヨミ、塩田恒美、田邉康、城阪敏明、 

宇佐美哲郎、高橋基樹、深田陽子、坂井幸一、髙田聡文、中幸男、

永棟真子、松下和之（敬称略） 

オブザーバー 小林万里子、長池敦子、谷慶章（敬称略） 

事 務 局 新谷、中務、倉中、小豆島 

会議の公開 公開 

傍聴者数 ０名 

 

審議経過 

司会（福祉課長 中務） 

 それでは定刻になりましたので令和３年度第１回能勢町障害者計画等推進委員会を

開催いたします。本日はお忙しい中ご出席賜りましてありがとうございます。 

私は、福祉課長の中務でございます。よろしくお願いいたします。 

さて、委員の皆様には、委員の御就任、快くお引き受けいただきありがとうござい

ます。本来なら委嘱式を行うところですが、議事の都合上割愛させていただき、誠に

失礼ながら委嘱状をお手元にご用意しておりますのでよろしくご査収ください。 

それでは、会議に入ります前に福祉部長の新谷よりご挨拶申し上げます。 

 

福祉部長（新谷） 

改めまして皆様、本日は大変お疲れ様でございます。 

本日、本年度第１回の会議を開催させていただきましたところ、委員の皆様方には

公私ご多用のところご出席いただきまして本当にありがとうございます。昨年度、本

委員会におきましては第６期障害者福祉計画、並びに第２期障害児福祉計画の策定に

あたりまして活発なご意見をいただきまして、誠に敬服いたしています。内容につき

ましては後程担当から説明させていただきますが、２月会議以降に大阪府等の協議を

踏まえまして、本年度より３カ年間ということで計画を推進させていただく所存です。

その中で本委員会におきましては、事業の進捗管理等をお願いさせていただくことに

なります。また、併せまして本計画期間の後半になりますと、次期計画の策定につい

てもご協力をお願いすることとなります。 

委員の皆様においては大変お忙しい中ではございますが、以後もなにかとご協力を



2 

いただけるようお願いいたします。 

本日は、活発なご審議をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

司会（福祉課長 中務） 

それでは着座にて失礼いたします。 

会議に入ります前に初回の開催ということもありますので、皆さまより自己紹介を

をお願いいたします。 

（委員⇒オブザーバー⇒事務局の順に自己紹介） 

 

司会（福祉課長 中務） 

それでは今年度初めての委員会でございますので本委員会について説明させて 

いただきます。お手元の資料をご覧ください。能勢町障害者計画等推進委員会設置要

綱第２条をご覧ください。本委員会はご覧の第２項から第４項のとおり、障害者計画

等の策定ならびに進捗管理につきましてご審議いただくものでございます。第１項に

ございます障害者計画は現行計画の計画期間を平成 30年度から令和８年度までを期

間とするもので、障害者施設に関する基本的な考え方、方向性を定めるための計画で

ございます。ちなみに第 3項、第 4項にございます障がい福祉計画及び障がい児福祉

計画についてですが、こちらは障がい者計画における生活支援の部分における実施計

画として障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保す

ることを目的にを定めています。これらの計画期間は、本年度から令和５年度までで

す。 

続きまして第 6条第 2項をご覧ください。委員会は委員の半数以上が出席しなけれ

ば会議を開くことはできないとあります。本日は委員 16人中欠席の方につきまして

は四幸舎和会の大崎様と北摂福祉会の清水様の２名となっておりますので、過半数の

出席をいただいており、本委員会は成立してことを確認させていただきます。 

また、会議は公開になっております。本日の議事については後日公開させていただ

きますのでご了承のほどをお願いします。 

それでは次第の１をご覧ください。１．委員長、副委員長の互選でございます。本

委員会の進行にあたりまして資料２の要綱第５条により委員の互選によって定める

こととなっておりますが、いかがさせていただきましょうか。 

 

委員 

事務局一任 

 

司会（福祉課長 中務） 

事務局一任の声をいただきました。事務局案としましては、委員長を障害福祉分野

に精通しており深い見識を持っておられる大阪市立大学生活科学研究科准教授の野

村委員に、副委員長に、日々の地域での見守り活動を通して障害福祉分野にとどまら

ず幅広く福祉分野に関わっておられます民生委員児童委員協議会副会長の乾委員に
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お願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

委員 

異議なし 

 

司会（福祉課長 中務） 

異議なしの声をいただきました。ありがとうございます。それでは野村委員長、乾

副委員長には、お席のご移動をお願いします。 

 

（それぞれ委員長席、副委員長席へ移動） 

 

それではこれよりの議事進行につきましては野村委員長にお願いしたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

野村委員長 

失礼いたします。改めまして大阪市立大学の野村でございます。よろしくお願いい

たします。第 5期計画の時期に能勢町にお邪魔する機会をいただいて大変ありがたく

思っております。また皆様と一緒に能勢町の障害者計画など、ほかにも、進捗管理で

すとか、よりよい福祉体制を築いていくということで建設的な意見交換ができればと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

少し計画の話からはそれますが、実は今年８月に日本を含む世界７か国を対象に市

民の皆様が障害を持っておられる方に、どのような意識を持っておられるかという調

査をいたしました。コロナ禍ですので各国に出向いて調査するということができず、

ネットを使用して調査でしたが、4,000人ほどの方から回答を得ることができました。

その結果、７か国中でこれまで障害をお持ちの方と関わった経験があると回答した方

の割合は、日本が一番低いという結果になりました。 

また今後、障害をお持ちの方と関わりたいと思うか、関わる機会を自ら持つかとい

う問いに関しましても、残念ながら日本が一番低い値となりました。他の国では様々

な形で障害をお持ちの方と、当たり前に日常関わる機会があることが調査結果からわ

かったのですが、残念ながら日本はそのような機会はダントツに少ないということで

した。今回の結果をある学会で報告したところ、それを時事通信社の方が取材に来ら

れており、記事になってヤフーニュースをはじめいろんなところで配信がされました。

これまでも何度か施設コンフリクトに関する調査をすると、その結果を配信という形

で広く周知をしてもらうことがありましたが、あまり建設的な意見ですとか肯定的な

反応というものが特にネットの世界では得られなかったのです。 

たとえば、施設コンフリクトですとこんな調査をして何の意味があるのだというよ

うな書き込みがあったり、また、障害者の方の施設ができる、ホームレスの方の施設

ができる、それに対して反対するのは当たりまえじゃないかというような書き込みが

これまでありまして、メディアでとりあげていただくことはありがたいけれど、どう
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いう形で発信をすることが誤解を生まないかということも常に悩んでまいりました。 

ただ、今回の世界７か国での調査結果に対しては同じようにヤフーニュースで流れ

ましたが、ヤフーニュースでの否定的なコメントはひとつもなかったということがこ

れまでと大きな違いでした。パラリンピックが８月にあったことも関係しているのか

もしれないですが、若い人をはじめ多くの意見が日本では、障害をお持ちの方との接

点がないということが非常に驚いたということで、そういわれてみれば当たり前に接

する機会がないということに気づいた、そういった声が主だったのです。このような

声を受けて、では具体的にどうすれば日常生活の中で当たり前に接点を持ちながら生

活するといった他国にみられるような仕組みづくりができるのかについて、個人的に

はこれから考えていきたいなと考えております。 

このことは、能勢町をはじめおそらく日本全国の自治体で共通の課題となるという

風に考えていますので、そのあたりも計画に関連させながら、皆さまと意見交換がで

きる機会があればと思っております。 

少し挨拶が長くなりましたが、議題に入ってまいりたいと思います。 

議題の２．能勢町障害者計画等策定についての報告を事務局からお願いします。 

 

事務局（小豆島） 

先生ありがとうございます。 

まず、資料３をご覧ください。併せまして、今年度からの障害福祉計画及び障害児

福祉計画もあわせてご参照ください。では資料３でございますが計画策定にあたり加

筆修正を行った主な事項というところで、去る２月２６日に開催いたしました令和 2

年度第 4回の委員会で、すでに計画案のご承認はいただいておりました。しかしなが

ら大阪府との協議におきまして次の点につきまして指摘を受けました。そちらについ

ての加筆修正を行い、野村委員長にも最終ご確認を頂き、策定いたしたところです。 

では、大阪府からの指摘事項 1番でございますが冊子 53ページの方お願いします。

こちら就労支援移行を活用された方のうち一般就労へ移行された方の人数につきま

して計画へ記載いただきたいというご指摘でございました。そこで、55ページの方を

ご覧いただきたいのですが、②就労支援移行の内訳というところで令和 2年度末での

実績及び令和 5年度までの目標値を 3名として追記しました。 

続きまして大阪府からの指摘事項２番ですが、冊子 47ページをお願いします。 

こちら、ユニバーサルデザインの推進について具体的にご記載いただきたいという

ものでございました。ご指摘を受け 47 ページにユニバーサルデザインの考え方の推

進する旨、入れております。こちらについて一例ではございますが、本年５月にオー

プンした新庁舎、こちらもユニバーサルデザインが採用されているというところでご

ざいます。 

続きまして大阪府からの指摘事項３番です。新生児集中治療室に入院中から退院後

に在宅生活を見据えた個々の医療的ケア児や強度行動障害、高度脳機能障害を有する

障害児に対する支援体制、発達段階に応じた支援体制について具体的な記載をいただ

きたいというところでございます。こちらは冊子 82 ページの方をご覧ください。既
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に、医療的ケア児のコーディネーターについては地域の実情に応じて配置することに

努める旨記載していましたが、この指摘に基づきまして 94 ページの方に医療的ケア

が必要な方、高次脳機能障害を有する方、障害のある人すべての障害の早期発見・早

期支援等、乳幼児から中高年に至るまでの発達段階に応じたライフステージに沿った

切れ目のない支援を行う旨、追記しています。 

次に、大阪府からの指摘４番です。居住支援協議会との連携促進、本町には居住支

援協議会はございませんが、発達障害者支援センター、高次脳機能障害受診拠点、難

病相談支援センターとの連携確保について、計画に具体的例示をいただきたいという

ところでありました。こちらは 94 ページに発達障がい支援センター、高次脳機能障

がい支援拠点、難病相談支援センター等、大阪府設置の各連携機関とも連携、調整し

ながら諸問題の解決に努めていくという記載を追記しました。 

続いて、大阪府からの指摘事項５番ですが、虐待通報時の速やかな安全確認や事実

確認と終結に至るまでの対応について具体的に記載いただきたい、また相談支援事業

所に対する居宅や施設等の訪問を通じた虐待の早期発見について、具体的な記載をい

ただきたいとのことでした。計画冊子 97 ページの（１）障がい者等に対する虐待防

止の２段目の２行目において、既に虐待の防止については、周知・啓発に努める旨、

案の段階でも記載はございましたが、さらに早期発見に向けて取り組む旨、加えて相

談通報体制の充実を図ること、さらに障がい者虐待防止マニュアルに基づいた速やか

な安全確認・事実確認と終結に至るまでの適切な対応と、こういったところを加筆さ

せていただきました。また、通報等がなかった事案であっても、その事実確認、すな

わち虐待の有無の判断および虐待防止の体制の取り組み等の検証についても適切に

対応してまいる旨、追加しています。なお、補足事項ですが、本年度は、今日時点で

虐待通報件数は０件でございます。万が一発生した際には、国のマニュアルにも記載

がございますけれども、労働教育分野との連携、また高齢者虐待、児童虐待の担当と

連携を密にして取り組んでまいる所存です。以上、ご報告とさせていただきます。 

 

野村委員長 

ありがとうございました。この委員会で検討した計画案に対し、大阪府からの指摘

事項が５点ありまして、その５点に対して加筆をおこなったという報告をいただきま

した。ただ今の説明につきまして、何かご意見、ご質問等、ございませんでしょうか。 

 

それでは議題に関しまして特に無いようでしたら修正点についてはお認めいただ

いたということで、次の議題に移りたいと思います。ありがとうございました。 

続きまして議題の３．能勢町障がい者計画等推進に向けた取り組みにつきまして事

務局から説明をお願いします。 

 

事務局（小豆島）  

引き続きまして、能勢町障がい福祉計画、障がい児福祉計画の進捗状況についてで

す。資料４をもとに説明いたします。資料にありますのは、平成２７年度から令和３
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年８月末現在までの計画値、実利用数、達成率、計画に対する実利用者数の割合です。

また、対前年度からの利用者増加数も記載してあります。ここで、まず、資料の訂正

をお願いしたいのですが、６ページをご覧いただけますでしょうか。計画相談支援の

児童について、令和２年度と３年度の部分、こちらそれぞれ９、８となっております

が、それぞれ 2へ修正をお願いします。またこれに伴いましてその下の部分になりま

すが、令和２年度を２１、３年度を２２へ修正をお願いします。また、達成率でござ

いますが、令和２年度は児童の部分が２００％、総計の部分につきましては２３０％、

令和３年度の達成率は同じく２００％、総計につきましては２４４％、そして実利用

前年度増加数がございますが、こちらにつきましては令和元年から令和２年の部分を

０へ修正をお願いします。これに伴い総計は、８となります。令和２年度から令和３

年度の部分ですが、児童は０、合計は１でございます。 

それでは１ページへ戻っていただくとともにお手元には、障がい者計画、青色の冊

子でございますが、こちらの中の３３ページをご覧ください。生活の質を高める生活 

支援の推進というところで（１）福祉サービスの充実、この中に障がい福祉計画、障

がい児福祉計画の策定についてを盛り込んでいます。これらの計画は、冒頭司会から

も少し説明がありましたが、障がい者計画における、主に生活支援の部分における実

行計画に位置付けられるものでございます。本日は、その進捗管理といたしまして、

まずは年度毎の実績と傾向を説明させていただこうと考えています。なお、今回は主

に計画の中で達成できていないところを中心に説明させていただこうと思っており

ます。 

それでは１ページ訪問系サービスからでございます。居宅介護の身体の部分でござ

いますが、こちら計画値、令和２年度、９人、利用時間数でいいますと３９６時間で

した。一方、実利用者数については８人、時間数としては１６０時間でございました。

こちらにつきましてはコロナ感染症による利用控えというところも考えられますし、

また近年利用が減少してきている傾向もございまして、こちらにつきましては提供で

きる事業所不足によるミスマッチも一因ではと考えられます。 

少し話はそれますが、実は今年度、地域生活支援事業の移動支援事業所として、新

たに事業所を 1か所指定しています。その事業所は、豊中の事業所ですが、これまで

に他市での実績にはなりますが、障害福祉サービスの居宅介護の分野でも実績がある

とのことで、今後本町の利用希望者の相談も受けていきたいとのご意向を示しておら

れます。実は、今まさに１名の方について、その事業所によるサービス利用調整を進

めているところでして、ミスマッチが少しでも改善されることを期待しているところ

です。実績値については、ミスマッチばかりが原因というわけではないと考えますが、

現状、時間数、目標値に関しては達成率といたしまして 40.4％と低いところでとどま

ってしまっているのが現状です。一方、知的障がいをお持ちの方に注目すると、目標

値を大幅に上回っておりまして、また、精神障がいをお持ちの方につきましても目標

値は上回っております。今後、身体障がいをお持ちの方について、利用状況の改善に

ついて、検討課題であると認識しています。 

では、続きまして２ページをご覧ください。こちら訪問系サービスの続きでござい
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ますが重度障害者等包括支援、こちらは目標値１に対し、利用者０人であります。 

続きまして３ページをご覧ください。こちら日中活動系のサービスでございますが

まず生活介護です。こちらについて達成率の令和２年度の２行目、身体でしたら

69.3％と書いてある部分ですが、３障害すべてで前年達成率より下がっています。特

に精神は 48.6％、身体 69.3％となっており、精神障害をお持ちの方の利用が少ない

ということが顕著となっています。 

続きまして自立訓練でございますが令和２年の実績数の合計ですが、ともに０名で

ございました。こちらは平成 30 年度に１名いらっしゃいましたが、令和元年度以降

利用はありません。もともと本町では利用が少ないところではありますが、今後施設、

病院等から地域移行された場合にまた必要に応じ活用いただきたく考えています。 

続きまして就労移行支援です。達成率の令和元年度合計をご覧ください。月あたり

の人数の達成率が 42.9％となっておりまして、令和元年度目標値７名に対して３名の

みの利用でありました。しかしながら、令和２年度になりまして目標値８名のところ

７名というところで利用者が増加しました。今年度も新規の利用者もおられ、昨年度

で支援を満了された方もいらっしゃいますので、実績数は減少していますが、利用ニ

ーズは増加傾向にあると考えられます。今後は、実際に一般就労につながった方へ必

要に応じ、就労定着支援等活用することで、一人でも多くの方が継続的に安定就労の

もと自立生活を送っていただきたく考えています。 

就労継続支援 A型の精神の令和２年度の実績利用数の日数をご覧ください。こちら

実績値６５人日分/月となっており、目標値１０３に対しまして大幅に未達成という

ことになっています。A 型の事業所は町内にありませんので今後、近隣市町の事業所

等についても情報収集に努めてまいりたいと考えております。 

続きまして４ページの就労継続支援B型でございます。こちら令和２年度の実績値、

右から２つ目の枠の中のところですが、知的障害の方が２０人利用され、延べ２９５

日の利用があり、目標値以上でありました。一方で、精神の方は１２人の利用で、 

延べ１１３日の利用となっておりまして、B 型は知的障がいをお持ちの方が大幅に計

画値を上回っている一方で精神障害をお持ちの方が計画数値に達していない現状が

あります。こちらについては、関係機関との連携を密にし、今後利用の促進に努めて

まいりたいと考えております。 

続きまして就労定着支援でございます。実績数値の令和２年度は１人でございまし

た。就労定着支援は平成３０年度からはじまったサービスでございまして令和２年度

は２名の利用がありました。ちなみに令和３年度利用者はありません。 

続きまして５ページをお願いします。居住系サービスでございますがこちら知的障

がいをお持ちの方の令和２年度の実績値をご覧ください。１１人というところでござ

います。こちらは計画値と同数でございます。 

その下、施設入所支援の知的障害をお持ちの方の実績値、令和２年度６名とありま

す。こちら目標値４名というところでございまして、こちらは利用希望が年々増加し

ており、入所待機者も増加傾向となっており、本人の高齢化による障がいの高度化、

またご家族の方の高齢化及び親亡き後というところも含めまして、今後待機者数が、
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ますます増加することが懸念されます。 

続きまして６ページをお願いします。計画相談支援についてでございます。こちら

につきましても年々増加傾向でございます。本年度より社会福祉法人四幸舎和会様が

相談支援事業所 福祉相談 with を立ち上げられました。これにより、今後ますます

増加していくニーズに一層きめ細やかに対応していくことが可能となります。 

続きまして地域生活支援事業、７ページでございます。意思疎通支援事業でござい

ます。こちらは手話通訳者の派遣を行っていますが、令和元年度は年間利用数が１０

件であり、令和２年度は１名利用者増があり、１６件のご利用がありました。 

次に８ページをお願いします。移動支援は従前からではございますけれども目標値

未達成でございます。しかしながら先ほども少しお話いたしましたが、本年度新規事

業所の指定も行っており、今後、希望者と事業所とのミスマッチ減をめざしたいと考

えています。 

また日中一時支援ですが、例年横ばいということで令和２年度は利用日数が前年比

大幅減となっています。こちら、感染症の拡大に伴うところかなというと推測される

ところではございますが、障がいをお持ちの方で外出をされたいという方にとって、

特に緊急事態宣言も解除されましたので、今後徐々に活用されたい方増えてきている

ろでございます。こちらはやはり親亡き後ということを考えまして少しでも支援者を

増やしていきたいというような意向も感じていて、また日中の居場所を確保したいと

考えておられる利用者が多いというところでお聞きしておりますので、今後これまで

通り利用可能な状態へ早期に戻って欲しいと考えております。 

続きまして９ページ、児童のサービスについてございます。特に障害児のサービス

は主に児童さんの体験、経験の幅を広げることで、自己肯定感をはぐくむことのほか

に、育児的な側面もございますので親御さんのレスパイト目的としても有意義なサー

ビスで、年々利用者が増加しています。本町での利用は、小さい子供さんが使われる

児童発達支援と学齢児以上の子どもが使われる放課後等デイサービスが中心ですが、

令和２年度児童発達支援については３名、放デイについては１０名ということでとも

に目標値を上回っています。また、現在こちらにつきましては利用を検討されておら

れる親御さん等からのお話も数件頂いておりますし、また本町の健康づくり課の保健

師とも情報共有をして、サービス利用が望ましい子どもさんの掘り起こしも実施して

いるところでございます。このように関係機関、部署との連携を図ることで早期にサ

ービスへの利用とつなげていくことが、非常に重要と考えております 

この資料の説明につきましては以上でございます。 

 

野村委員長 

 ありがとうございました。数字の確認ですが７ページの意思疎通の上から３つめで

すね、要約筆記事業なのですが令和３年度について実利用者数が今のところ０ですね。

そうなると達成率が１００ではなくて０ではないでしょうか。 
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事務局（小豆島）  

失礼いたしました。こちら０でございます。こちら要約筆記者の派遣事業につきま

してはメニューとしては用意はあるのですが、現在ご利用者は、昨年度、今年度とも

にいらっしゃいません。 

 

野村委員長 

あと、９ページの下から２つめです、居宅訪問型児童発達支援ですね、これは達成

率全部入っていないのは何か理由がありますか？ 

 

事務局（小豆島）  

こちらにつきましてもずっと０というところで０をいれるとこなんですけれども、

「-」がはいっておりますがこれは誤りです。すべて０へ修正をお願いします。 

 

野村委員長 

 ありがとうございます。それでは、ただ今の説明につきましてご質問やご意見があ

ればぜひお願いをしたいと思います。 

 

委員 

 何点か確認したいことがあるのですが、私も勉強不足なところでして、このそれぞ

れのサービスがどう違うのかよくわからないところがあって。移行と定着とどういう

違いがあるのか、パンフレットみたいなのはあるのでしょうか。 

 

事務局（小豆島）  

ご意見ありがとうございます。名前だけだとわかりにくいというところもあると思

いますので、わかりやすい資料について、検討の方を進めさせていただきます。 

 

委員 

いつもこういう数字を見ていて思うのは計画値というのは行政が決めた値で実利

用者数というのは実際に利用された方で、いま途中でもお話がありましたがニーズに

ついてお話がありました。 

僕らが知りたいのはニーズに対してどれだけマッチしているのかということで、僕

が関わっているのは児童発達支援ですが、その辺で子供の検診とか、他自治体でもど

んどん事業が充実し、ニーズも増えているというところですが、まずこの移動支援と

いうのは、障害の方に関わらず能勢町の大きな課題だなと思いますが、どれくらいニ

ーズがあるのかこの資料の数字のみで出すのは困難だと思います。 

計画値というのがいつもなぜこの数字で出てくるのか、見えにくい、以前もこの意

見を言ったと思うのですが、数字だけでイメージがわかない、一番の課題というのは

ニーズというのをどのように把握するのか、また潜在的ニーズがあるのにニーズを把

握していないことによって提供につながらない状況、このような状況の方は、色々な
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ところにたくさんいるとおもいますが。いつもこの計画値に対する進捗状況とかの説

明のみでは、イメージがわきにくいと感じます。意見というか感想になってしまいま

すが。 

 

事務局（小豆島）  

ありがとうございます。一定、定量的な指標については、計画値のような数値での

指標にせざるを得ないという風に考えます。ただ、特に潜在的ニーズというところで

実際に放課後等デイサービスの対象となりうる児童の親御さん等で、そもそも存在を

知らない親御さんがたくさんいらっしゃるんじゃないかと強く感じます。 

そもそも例えばごく軽度な知的障がいをお持ちの児童さんについては、手帳の申請

をするかしないか、そもそも自分の子どもの障がいに気づいていない、そういったと

ころもご家庭により様々と思います。潜在的なニーズの把握の第一歩としての側面か

らも、住民の皆さまへの必要な周知について、今後委員ご指摘のご意見も踏まえ、努

めてまいる所存です。 

 

野村委員長 

 ありがとうございます。ご意見は、私たちが当然様々なサービスの違いを知るとい

うことも必要ですが、さらにそれに加えて実際にサービスを利用したいなと思われる

方にとって、現状サービスについて、とてもわかりづらいと感じます。簡単にどうい

う違いがあって、このサービスを受けることによってどういうメリットがあるのか等、

わかりやすい資料が必要ではないか、というようなこともご質問に含まれていたので

はないかと思いますので、わかりやすい資料の提供をすることについて、ぜひ今後検

討が必要かなと思います。 

あともうひとつのご意見に関して、やはり計画を立てる前に実態調査はしています

が、その調査がそもそもどうやって計画に反映されているのかというところがちょっ

とわかりづらい、見えづらいと思います。それは調査の項目に問題があるのか、それ

とも分析、反映の段階に課題があるのかと、そういったことも検証が必要かなと思い

ますので、引き続き検討いただき共有していただければと思いますのでよろしくお願

いいたします。他にご意見ないでしょうか。 

 

今年度の委員会は今日だけでしょうか。まだ２回目がありますか。 

 

事務局（小豆島）  

今年度２回の開催というところで考えております。本日の会議は、感染症の状況を

鑑み、１０月に開催させていただいたところですが、次回についても、状況を見なが

ら改めて、皆様にお願いをさせていただけたらと考えています。 

 

野村委員長 

今質問した理由はですね、もし２回目がないのであれば、特にこの場にて是非とも
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委員の皆様からご意見を頂ければなという風に感じましたので、質問をさせていただ

きました。２回目もあるということですがコロナの状況次第ではどうなるかわからな

いということですので、今この場でぜひご意見いただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

委員 

ちょっと前向きなお話もさせていただきたいなと思いまして、発言させていただき

ます。移動支援、ガイドヘルパーさんのニーズがあってこの数字が示す通り、実際や

っているのになかなか使えていないという状況があります。これは、能勢町はもちろ

ん、相談支援事業所として、池田市も豊能町も担当していますが、どこも似たような

状況であります。 

今、説明で積極的に町と契約を結んでいただけるような事業所を増やしていきたい

とのことでした。 

私たち、能勢町から委託を受けている相談支援事業所として、例えば豊中のヘルパ

ー事業所さんとか、いろいろご挨拶していただけるので、事務所は豊中とかにあって

も、例えば登録ヘルパーさんが能勢町にいらっしゃるというような事業所さんであれ

ば、能勢町の方の外出支援について受けていただくことができるので、ご挨拶のとき

には、相談支援事業所として、そういったこともお聞きしたりします。把握するニー

ズがあるが、なかなか叶っていない、なので、その中で、ヘルパーさんが能勢町の方

を支援可能な場所にいらっしゃるのであれば、支援契約を結んでくださるということ

を意識しながらやっています。 

そういったことについおて、これからも継続していこうと思っています。 

 

野村委員長 

ありがとうございます。 

 

オブザーバー（大阪府池田保健所） 

ニーズの把握は難しいということはあると思いますが、例えば施設入所の希望が多

いと報告していただきましたが、具体的に何人ぐらい希望があって何人くらい待機し

ててというのがわかる説明が欲しいと思います。 

あと、能勢町の方に窓口でこういうご相談で来られた人が何名いて、その結果、こ

のサービスを提供できたのが何名ということがわかると、住民のニーズとかがわかっ

てくるのではと思います。大々的に調査をするということよりも、まずは町に相談に

来られた方が１０人いてこのうち話を聞くと２人は移動支援が必要だったが、１人し

か使えなかったとか、そのようなものだけでもわかったらイメージしやすいと思いま

す。いつも丁寧に相談にのっていただいていますので、私自身は感謝しています。そ

ういうのがわかった方が、伝わるのかなと思いました。 
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事務局（小豆島）  

ありがとうございます。お話いただいた利用可能な事業所の掘り起こし、というと

ころ、ぜひ引き続きお願いしたいと思います。 

また、ニーズの整理の手法についてご意見をいただきました。 

今後、より皆さまにご理解いただきやすいよう、報告資料を作成したいと考えます。

よろしくお願いいたします。 

 

委員 

ニーズの把握というのはやはり難しいというか、アンケートを取るにしてもとても

費用対効果というところでも課題がある。計画を立てる上ではアンケートは大事だと

思うのですけど毎年やっていくのは現実的ではない。相談件数といっても窓口に来た

のが何人でサービスにつながった人が何人でつながらなかった人が何パーセントで、

そのうち、つながらなかった理由として、事業所が足りないことなのか、たまたま日

にちが合わなかったとか、費用面だとか、こういう分析ができればよいと思います。 

事業所が足りないのであれば事業所にどのような働きをするのか、建設的にやって

いきたいと言っていただいている事業所があるんだけれどつながらないっていうの

は実際にサービス提供する人を確保できないということなんだと思います。 

なかなか登録者が集まらないとなれば、なにか費用的な面で町が何かを動かすこと

によってより募集があがるとか、それが一番わかりやすいインパクトだと思います。

ニーズがあるのに提供者がないというのはその提供するシステムに問題があるわけ

であって、事業所さんもなかなか手を出しにくい、赤字になってでもやろうというと

ころはなかなか無いと思うのです。 

そこで、そういう事業を提供してくれる事業所には町から対策の費用をお支払いし

ますよと、コロナもそうですけど何かを対策しますよとなるとお金が必ずついてきて

います。国はどんどん出しすぎというくらいお金出してくれているおかげで今すごく

医療が動いていると思います。それと一緒で町でも移動支援というのは非常に深刻な

問題で、障がいの有無に関わらず、例えば高齢者の受診とかもそうなのですが移動手

段がない高齢者の受診に関しても各医療機関が自前で車を出していますがそれも結

局営業努力としてやっていることです、やはり、お金がないとなかなか人が集まって

こないというわけで、ではそのようなことを提供する施設に対しては能勢町が独自で

予算を組む、支援のために人を確保してくださいね、という費用をだす。 

できるかどうかはわからないですけれども、そういうことが無いとなかなかニーズ

に対して提供できないと感じます。ニーズと提供に大きなズレがあるということであ

るので、まずそういった側面から検討いただくのが一番ではないのかと考えます。 

 

事務局（小豆島）  

そうですね、まさに委員が今おっしゃいました費用、報酬のお話でありますが、こ

れは課題かなという風に私は思います。この件については、今わたくしの方からすぐ

にお答えすることはできませんが、委員のご指摘、ご視点を十分加味して実施してま
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いりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（中務）  

委員からサービスの報酬面に関しましてご意見を頂戴しました。 

本年度、能勢町独自に障がい福祉サービスを提供される各事業所に対しましてはコ

ロナ対策として補助金を交付させていただきました。 

一時的な支援というところではございますけれども能勢町としても、事業所の支援

につきまして行っていきたいと考えています。 

 

野村委員長 

大変貴重なご意見をありがとうございました。ほかに委員の皆様ご意見があればお

願いしたいと思いますがよろしくお願いいたします。 

 

委員 

わたくしの方からもちょっと前向きなお話をさせていただきたいと思います。 

能勢町には、事業所がたくさんあるのですが、昨年度当法人が就労移行支援事業所

を立ち上げさせていただきました。そして今年度は四幸舎和会さんが相談支援事業所

を立ち上げられたというようなこととか、先ほど豊中の移動支援事業所と契約された

というようなこととか、事業所の方も努力して自立支援協議会などでも様々意見が出

ますので、無いサービスについてはできる限り何らか努力したいなと思っていて、

徐々にですけれども色々サービスが能勢町内で充実していくのかなと思っています。 

移動支援についてはヘルパーさんの確保などいろんな面がなかなか大変で手を出

しにくい事業でありまして、我々もやってはいないのですが、以前、池田市にある私

共の法人の事業所に、池田市役所から「この事業の事業所が池田市内にはないので、

こんな事業をやってくれる事業所はありませんか」という内容のアンケートが届いた

ことがありました。これを参考に、能勢町でも「こういう事業がないので、どこかの

法人がやってくれないか」というようなことを、確認をされてもいいのではないかな

と思ったりもしました。 

 

事務局（小豆島）  

今、すごくいいご意見をいただきました。 

我々、待ちの姿勢というだけではなく、アンケート等通じて、積極的に事業所へ働

きかけていくことが大切だというお話をいただきました。ありがとうございます。 

 

野村委員長 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

特にご意見等ないようでしたら最後に全体を通して委員の皆様にお伺いいたしま

すので次に議題に移らせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

それでは続きまして（４）その他ですがまず事務局からなにかございますか。あり
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ましたらお願いします。 

 

事務局（小豆島）  

本日委員の皆様の方には委嘱状をお渡しさせて頂いております。 

通常であれば、委嘱状の交付と併せて委員報酬に係る振込先口座をお伺いするとこ

ろですが、皆様は、令和２年度から引続きの委員様ばかりでございますので、報酬は、

昨年度と同じ口座にお支払いさせていただきます。万一、異なる口座をご希望される

方につきましては、事務局までご連絡をいただきますようお願いいたします。 

また、今年度の予定でございますが、年２回の開催を原則に感染症の拡大状況を踏

まえながら実施してまいりたいと考えています。よろしくお願いします。以上です。 

 

野村委員長 

現時点でいつくらいを２回目の予定とされていますか。 

 

事務局（小豆島）  

２月ごろを予定しております。 

 

野村委員長 

では、コロナの状況次第とは思いますが今のところは２月あたりの開催を予定して

いるということでご予定いただければと思います。ただ今、事務的な説明も含まれて

いましたが何かご質問があればお願いします。 

では最後に各委員の皆様から全体を通してお聞きしたいと思いますが、何かござい

ませんでしょうか。ご意見等ないようですので、以上ですべての案件について終了し

ました、皆様大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

それでは最後になりますが副委員長からご挨拶いただきたいと思います。 

 

乾副委員長 

慎重審議のほど、ありがとうございました。 

本年度から、第６期能勢町障がい福祉計画・第２期能勢町障がい児計画の計画期間

が開始しております。本日は、昨年度末に策定をした両計画について、大阪府との協

議結果及び計画の数値目標に対する実績報告をいただきました。 

近年、能勢町においても人口減少による高齢化率の上昇が顕著であり、また核家族

化も進行しています。障がいをお持ちの方の生活の質を高める生活支援の推進は重要

なテーマであり、今後多様化してくるニーズへの対応も大切になってくると思います。 

また、各個人においても、しんどい時、困った時は、お互い様の精神、助け合いの

精神のもと、あらゆる人が孤立しない、排除されないインクルーシブな社会をめざし

頑張っていく必要があるのではないかと思います。 

本日の委員会は、以上となります。 

本日はご多用のところ、誠にありがとうございました。お疲れ様でした。 


